
１．はじめに

　この保育士宿舎借り上げ支援事業補助制度は、藤沢市内において保育施設を設置

運営する事業者を対象に、保育士用の宿舎借り上げに要する経費を補助することに

より、保育士の人材確保や離職防止を目的としています。

※保育施設・・・法人または個人が運営する施設

（1）児童福祉法第３９条第１項に規定する 保育所

（2）児童福祉法第２４条第２項に規定する 小規模保育事業所

２．補助対象保育士

　次に掲げる要件のいずれにも該当する方

（1）保育士資格を有すること。

（2）常勤の職員であり，保育施設を適用事業所とする社会保険に加入していること。

（3）保育士本人、同居人が住宅手当等の支給を受けていないこと。

（4）雇用開始された日の属する年度から起算して，１０年以内であること。

（5）令和７年４月以降に本市及び他市問わず、本事業を利用していないこと

３．補助金の交付対象経費

　法人が対象保育士を居住させる宿舎の借り上げに要する賃借料・共益費（管理費）。

ただし、対象保育士が居住していない期間の賃借料等又は対象保育士の同一年度内の

居住期間が１か月に満たない場合の賃借料等は補助対象としない。

４．補助額等

５．申込方法

　保育士宿舎借り上げ支援事業補助金を申請する際には、法人が次の書類を保育課

まで提出してください。なお、申請月からが補助対象となります。

（1）保育士宿舎借り上げ支援事業補助金交付申請書(第１号様式)

（2）収支予算書（第２号様式）

（3）事業計画書（第３号様式）

（4）宿舎に係る賃貸借契約書の写し

（5）対象保育士の雇用を証する書類

（6）誓約書（第４号様式）

（7）対象保育士の住民票（直近３か月以内）の写し

（8）対象保育士の保育士証の写し

※国の制度変更に伴い、令和８年４月から上限額が変更になりました。

藤沢市保育士宿舎借り上げ支援事業補助金

上限額

上限人数

補助金算出方法
補助対象経費（【月毎の事業対象経費】—【月毎の本人負担額】）
×４分の３×月数
（１００円未満の端数があるときは、切り捨て。）

補助対象保育士１人当たり月額５６,２００円　※

１施設当たり７人分
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６．決定後の手続き

　年度末に、次の書類を提出してください。

（1）保育士宿舎借り上げ支援事業補助金事業完了届兼事業実績報告書（第８号様式）

（2）収支決算書（第９号様式）

（3）事業報告書（第１０号様式）

（4）対象保育士の住民票（直近３か月以内）の写し

（5）賃借料等を支払ったことを証明する書類（領収書等）の写し

７．補助金の交付

　補助金の交付については、完了届提出後（３月末以降）にお支払いいたします。

8．その他

　交付内容が変更したなど、当初の申込内容と異なった場合は、速やかに

保育課へ連絡してください。

9．Ｑ＆Ａ

Ｑ１　本人負担額を設ける場合等の具体的な例を教えてください。

Ａ１　以下に数パターンの具体的な例を示します。

Ｑ２　事業はいつまで実施しますか？

Ａ２　令和８年度以降は待機児童の状況や国の事業実施状況等を見ながら、検討

　　　します。

Ｑ３　保育士以外も対象となりますか？

Ａ３　保育士のみ対象です。なお、保育士資格所持者でも保育業務以外の業務に従

　　　事している場合は対象外となります。
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Ｑ４　産休や育休など休職中の取扱いはどうなりますか？

Ａ４　雇用が継続されている場合は引き続き対象となります。

Ｑ５　宿舎は一棟全て借りなければ対象となりませんか？

Ａ５　１戸でも大丈夫です。法人と貸主での契約をしていれば対象となります。

Ｑ６　宿舎を貸すという現物給付について、所得税の関係はどうなりますか？

Ａ６　最寄りの税務署又は税理士にお問い合わせください。

　　　なお、国税庁のＨＰ上には以下のような記載がありますのでご参考ください。

　【参考ＵＲＬ】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm

Ｑ７　継続して入居している場合でも補助金の申請は必要ですか？

Ａ７　申請は年度毎に行いますので、変更がない場合でも同様に申請をしてくださ

　　　い。なお、実績報告につきましても年度毎に提出をいただきます。

≪書類の提出先及びお問い合わせ先≫

藤沢市役所　子ども青少年部　保育課　保育園運営担当

　 住所 ： 〒251-8601　藤沢市朝日町１番地の１　本庁舎３Ｆ

電話 ： 0466-25-1111（代表）

0466-50-3526（直通）
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